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軽費老人ホームふじの里 重要事項説明書 

 

１．事業主体概要 

設 置 者 の 名 称 社会福祉法人 ふじ福祉会 

法 人 所 在 地 大阪府八尾市光町一丁目３８番地 

代 表 者 氏 名 村井慶二 

電 話 番 号 ０７２－９２４－８８０１ 

設 立 年 月 日 昭和４７年４月２８日 

 

２．ご利用施設 

施 設 の 名 称 軽費老人ホーム ふじの里 

施 設 の 所 在 地 大阪府八尾市萱振町一丁目５１番地 

施 設 長 名 村井靖幸 

電 話 番 号 ０７２－９９６－７９１３ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７２－９９６－７７１６ 

開 設 年 月 日 昭和５０年４月１日 

定 員 ５０名 

損害賠償責任保険加入先 三井住友海上火災保険株式会社 

協 力 医 療 機 関 井口クリニック 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事 業 の 目 的 

 軽費老人ホームは、低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により

居宅において生活することが困難なものを入所させ、日常生活上必要な

便宜を供与し、もって老人が健康で明るい生活を送れることを目的とし

ます。 

 

施設運営の方針 

 

 施設は、利用者の自主性の尊重を基本に、利用者が明るく、心豊かに

生活できるように配慮し、食事や入浴などの生活の基本となるサービス

を提供するほか、身体機能の低下等により介護を要する状況となっても

介護保険制度の居宅サービスを利用することにより、自立した生活を維

持できるように万全を期することを目指します。 

 

４．利用要件 

（１）年齢が60歳以上であること。ただし利用者の配偶者、三親等内の親族と共に利用する場合はい

ずれか一方が60歳以上であれば利用できます。 

（２）家族と同居することが困難であること。 

（３）伝染性疾患がなく、かつ共同生活が可能であること。 
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（４）生活費に充てることができる所得等があり、所定の利用料を継続的に支払うことが可能である

こと。 

（５）身元保証人が２名得られること。 

 

５．職員の配置基準と職務     

職種 職務内容 配置 勤務体制 

１．施設長 総括 １名 常勤 

２．事務員 庶務、会計業務 １名 

１名 

常勤 

非常勤 

３．生活相談員 相談、助言、入居調整 １名 常勤 

４．介護職員 日常生活の支援・援助 ４名 常勤 

５．看護職員 健康管理、療養上の世話 １名 常勤 

６．栄養士 献立作成、調理上の衛生管理 １名 常勤 

７．調理員 

 

献立表に基づき食事提供 

 

３名 

１名 

常勤 

非常勤 

 

６．施設サービスの概要 

基準サービス 

種   類 内      容 

食   事 

【食事時間】   朝食  ７時３０分～ 、 ８時００分～ 

   昼食 １１時３０分～ 、１２時００分～ 

   夕食 １７時００分～ 、１７時３０分～ 

自立支援のため食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

衛生上又は管理上許容可能な一定時間に限り取り置きをすることができます。 

入   浴 

入 浴 日   月曜日、水曜日、金曜日 

入浴時間   １０時００分 ～ １５時５０分 

      大浴場と小浴場があります。 

      グループに分かれての入浴となります。  

健 康 管 理 

年２回以上の健康診断を行うなど必要な指導援助を行います。 

利用者から健康に係る相談を受けたときは、速やかに医療機関等の紹介など必要

な援助を行います。 

相談及び援助 
各種相談に応ずるとともに、余暇の活用及び居宅介護サービスの活用など必要

な助言その他の援助を行います。 

社会生活上の便宜 
日常生活を営むに必要な行政機関等に対する手続きについて、これを行うこと

が困難である場合は、申出及び同意に基づき施設が代わって行います。 
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７．利用料   

軽費老人ホーム ふじの里  利用料（月額）           [単位：円] 

対象収入による階層区分 

利   用   料   金 

生活費 

本人からの 
サービスの 
提供に要する 
費用（事務費） 

その他の 
費用 

計 

１ 1,500,000円以下 57,104 10,000  67,104 

２ 1,500,001円 ～ 1,600,000円 57,104 13,000  70,104 

３ 1,600,001円 ～ 1,700,000円 57,104 16,000  73,104 

４ 1,700,001円 ～ 1,800,000円 57,104 19,000  76,104 

５ 1,800,001円 ～ 1,900,000円 57,104 22,000  79,104 

６ 1,900,001円 ～ 2,000,000円 57,104 25,000  82,104 

７ 2,000,001円 ～ 2,100,000円 57,104 30,000  87,104 

８ 2,100,001円 ～ 2,200,000円 57,104 35,000  92,104 

９ 2,200,001円 ～ 2,300,000円 57,104 40,000  97,104 

10 2,300,001円 ～ 2,400,000円 57,104 45,000  102,104 

11 2,400,001円 ～ 2,500,000円 57,104 50,000  107,104 

12 2,500,001円 ～ 2,600,000円 57,104 57,000  114,104 

13 2,600,001円 ～ 2,700,000円 57,104 64,000  121,104 

14 2,700,001円 ～ 2,800,000円 57,104 71,000  128,104 

15 2,800,001円 ～ 2,900,000円 57,104 78,000  135,104 

16 2,900,001円 ～ 3,000,000円 57,104 85,000  142,104 

17 3,000,001円 ～ 3,100,000円 57,104 93,000  150,104 

18 3,100,001円 ～ 3,200,000円 57,104 101,000  158,104 

19 3,200,001円 ～ 3,300,000円 57,104 109,000  166,104 

20 3,300,001円 ～ 3,400,000円 57,104 117,000  174,104 

21 3,400,001円以上 57,104 

当該施設にお
けるサービス
の提供に要す
る費用の全額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該施設におけ
るサービスの提
供に要する費用
の全額＋生活費
利用料 

今年度の冬期（11月から3月）の暖房費加算はありません。 

但し、八尾市が定める「軽費老人ホームが入所者から支払いを受ける利用料の額について」の通知に伴 
い変更します。 

なお、変更は適用日を基準とし追加徴収を行います。 

 

注１ 上記の表における「対象収入」とは、前年の収入（社会通念上収入として認定することが適当で

ないものを除く。）から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいいま

す。 

注２ 対象収入及び必要経費については、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて」（平成18
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年１月24日老発第0124004号）の「 １「対象収入」について」の取扱いによるほか、「老人保護

措置費の費用徴収基準の取扱い細則について」（平成18年１月24日老計発第0124001号）の第２の

１の⑴「「前年」の対象収入の取扱い」、⑶「収入として認定するものの取扱い」、⑷「必要経費

の取扱い」に準じて取り扱うものとします。  

注３ 本人からの徴収額（月額）は上記の表により求めた額とします。 

ただし、その額が、八尾市が定める別表の２.軽費老人ホーム（A型）におけるサービスの提供に 

要する基本額（月額）に、八尾市が定める別表の３．処遇改善に伴い軽費老人ホームのサービス 

の提供に要する基本額（月額）に加算する額を加えた額を超えるときは、当該施設のサービス 

の提供に要する費用の額に、処遇改善に伴い軽費老人ホームのサービスの提供に要する基本額 

（月額）に加算する額を加えた額を入所者からの徴収額（月額）とします。 

注４ 上記の表の階層区分21の「当該施設におけるサービスの提供に要する費用の全額」については、 

   八尾市が定める別表の２.軽費老人ホーム（A型）におけるサービスの提供に要する基本額（月額）

に、八尾市が定める別表の３.処遇改善に伴い軽費老人ホームのサービスの提供に要する基本額

（月額）に加算する額を加えた額を超えるときは、当該施設におけるサービスの提供に要する基

本額（月額）に加算する額を加えた額を入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の額

（月額）とします。 

注５ 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の２分の１をそれぞ

れ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの当該施設におけ

るサービスの提供に要する費用の徴収額については、上記の表の額から30％減額した額を本人か

らのサービスの提供に要する費用とします。この場合100円未満の端数は切り捨てとします。  

注６ 利用料の負担が困難な状況である者については、必要に応じて生活保護担当部局と連携し、生活

保護の申請手続等の援助等を行うものとします。 

 

８．利用料の決定と見直し 

利用料は、利用者階層別料金表に定めるものとします。 

（２）利用料は、利用者が提出する前年度の収入と支出が証明できる各書類を添付した収入申告書を基 

   に決定します。 

（３）利用料は、毎年４月１日を基準とし、年度の途中で利用料の改定がなされた場合は、当該年度の

４月１日に遡って徴収します。 

（４）利用料は、翌年以降年度毎に見直すため、利用者は前年の１月から１２月の収入と支出が証明で 

きる各書類を添付した収入申告書を毎年施設が指定した日までに提出しなければなりません。 

（５）提出した収入申告書に誤りがあった場合は、速やかに施設に届けなければなりません。 

 

９．食事の返金について 

  １週間以上前に連続3日以上の欠食を届け出られた場合は、１日675円を返金します。但し、朝昼夕

の3食の内１食でも食べられた場合は返金の対象になりません。なお、入院された場合は、入院翌日

より返金の対象になります。毎月20日締めとし、翌月の利用料引き落とし時に合算して精算いたしま

す。 
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１０．当施設ご利用に当って留意いただく事項 

種   類 内      容 

来訪・面会 

・来訪・面会時間は午前６時から午後９時です。 

・その都度面会者カードに必要事項を記入し、面会者カード入れに入れて

ください。 

・施設長は、特に必要があるときは、面会の場所や時間の指定をすること

ができます。 

・かぜ症状や発熱のある方の面会は控えてください。 

外出・外泊 

・長時間の外出は事前にお申し出下さい。 

・外泊は外泊届が必要です。外泊先、連絡先、出発時間、帰所時間等を記 

入してください。 

喫   煙 ・居室内以外での喫煙はできません。 

注 意 事 項 

・テレビ、ラジオ等音響機器の夜間における利用は、他の利用者の迷惑に

ならないようボリュームを落としてください。 

・ベランダは災害・非常時の避難経路となりますので、物を置かないでく

ださい。 

迷 惑 行 為 

禁 止 行 為  

等 

・けんか、口論、泥酔、とばく、薬物乱用、中傷等他の利用者などに迷惑

を及ぼす行為。 

・政治活動、宗教、習慣、営業活動等により、自己の利益のために他人の

自由を侵害したり、他人を排撃したりする行為。 

・電気ストーブ、石油ストーブ、トースター、ろうそく等の火気類の使用。 

・施設内への動物の持ち込み又は飼育行為。 

・野良動物（野良猫や鳥）等に給餌する行為。 

・指定した場所以外での喫煙及び火気使用。 

・施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を阻害する行為。 

・故意又は無断で、施設若しくは備品に損害を与え、又はこれらを施設外

に持ち出す行為。 

・ふじの里の管理運営等に支障のある行為。 

 

１１．個人情報の保護 

職員は、利用者の個人情報について｢個人情報の保護に関する法律｣及び厚生労働省が策定した｢医

療・介護従事者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイドライン｣を遵守し、適切な取り扱い

に努めるものとします。 

職員が得た利用者の個人情報については、原則として施設サービスの提供以外の目的で利用しない

ものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の了解を得るものとしま

す。 
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１２．高齢者虐待の防止 

 施設は、利用者等の人権擁護・虐待防止の為に、次に掲げるとおり必要な措置を講じるものとします。 

（１） 虐待の防止に関する責任者、担当者の選定を行います。 

（２） 虐待の防止に関する基礎的内容の適切な知識を普及・啓発するための定期的な研修を年2回以

上行い、研修を通じて職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

（３） 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

（４） 職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整える他、職員が利用者等の権利擁

護に取り組める環境整備に努めます。 

（５） 虐待等の発生の防止、早期発見に加え虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するた

めの対策を検討する虐待防止検討委員会の定期的な開催及びその検討結果について職員への

周知徹底、その他必要な措置を講じるものとする。 

 ※高齢者虐待については、次の窓口で対応します。 

 ご利用相談室 窓口担当者：生活相談員 田和由紀代 

ご利用時間： １０時００分～１７時００分 

ご利用方法  電話 ０７２—９９６－７９００ 

 

※公的機関においても、次の機関において申し出ができます。 

第三者委員 今中 浩司          電話番号 06-6191-2450 

八尾市健康福祉部高齢福祉課        電話番号 072-924-3837 

福祉サービス苦情解決委員会        電話番号 06-6191-3130 

 

１３．緊急時の対応 

利用者が身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、昼夜を問

わず24時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができます。 

２ 職員はナースコール等で利用者から緊急の対応要請があった時や職員が必要と認めるときは、速やか

に適切な対応を行います。 

３ 利用者の身体の急変又は転倒等の事故が発生したときは、速やかに主治医又は協力医療機関又は身

元保証人に連絡します。必要により救急搬送対応を行います。 

４ 救急搬送後の利用者に関する必要な措置は身元保証人が負うものとします。 

５ 救急搬送に職員が同行した場合、その職員の帰りの交通手段はタクシーとし、その代金は全額利用

者が負担するものとします。 

 

１４．苦情相談窓口 

  施設は、利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な

措置を講じます。 

２ 施設は、サービスに関する利用者からの苦情に関して社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会運営適

正化委員会の調査に協力するとともに、同委員会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い必要

な改善を行います。 
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※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

ご利用相談室 窓口担当者：生活相談員 田和由紀代 

ご利用時間： １０時００分～１７時００分 

ご利用方法  電話 072-996-7900 

 

※苦情処理第三者委員  （１）氏名 今中 浩司   電話番号 06-6191-2450 

（２）氏名 別所 克己   電話番号 072-993-1216 

公平中立な立場で、苦情を受け付け相談にのっていただける委員です。 

 

※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

八尾市健康福祉部 福祉指導監査課 受付時間：９時～１７時１５分（土日、祝日を除く） 

      大阪府八尾市本町１丁目１番１号 

      電話番号：072-924-3012 ＦＡＸ番号：072-922-3786 

 

八尾市健康福祉部 高齢介護課 受付時間：９時～１７時１５分（土日、祝日を除く） 

      大阪府八尾市本町１丁目１番１号 

      電話番号：072-924-3854 ＦＡＸ番号：072-924-1005 

 

大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会 福祉サービス苦情解決委員会 

  所在地：〒542-0065 大阪府大阪市中央区中寺１丁目１番５４号 

            大阪社会福祉指導センター １階 

      電話番号：06-6191-3130 ＦＡＸ番号：06-6191-5660 

受付時間：１０時００分～１６時００分（土・日・祝祭日を除く） 

 

１５．ハラスメント対策 

  施設は、職員による利用者・保証人へのハラスメント及び、利用者・保証人による職員へのハラス

メントを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。 

２ ハラスメントとは労働施策総合推進法が定義する6種のハラスメント「身体的な攻撃」「精神的な攻 

撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」に則する。 

 

令和   年   月   日 

 

【 説 明 者 】 

               住  所  大阪府八尾市萱振町1丁目51番地 

軽費老人ホーム ふじの里 

               職・氏名  相談員          ㊞ 
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私は、本書面に基づき重要事項説明書の説明を受け、内容を理解し同意しました。 

 

【 利 用 者 】 郵便番号 〒 

住  所                        

 

氏  名                       ㊞ 

電話番号                        

携帯電話番号                      

 

 

代 筆 者 （続柄：      ） 

                   私は、利用者の意思を確認した上、上記署名を代行しました。 

          郵便番号 〒 

住  所                        

ふりがな 

氏  名                       ㊞ 

電話番号                        

  

 

 

      【 身 元 保 証 人 】（続柄：       ） 

郵便番号 〒 

住  所                        

ふりがな 

氏  名                       ㊞ 

電話番号                        

携帯電話番号                      

  

【 身 元 保 証 人 】（続柄：       ） 

郵便番号 〒 

住  所                        

ふりがな 

氏  名                       ㊞ 

電話番号                        

携帯電話番号                      


